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編集発行　山梨県人会十士会会報部会

士 心 心
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皆さん、大変ご

無沙汰をしており

ました。

令和２年冬に発

生した新型コロナ

ウイルスの感染爆

発により、総会は

もとより新年会等

のすべてのイペン

卜 も自粛してい ましたので、実に４年ぶりに十

士会総会を開催することができてとても嬉しく

思っています。

山梨県人会連合会や単会の総会は形式の規制

はあったものの２年前から徐々に総会を開催し

てい ましたが、十士会からは絶対にクラスター

を起こさないことに主眼を置き総会の開催を自

粛してい ました。しかし、令和５年５月８日よ

り感染症法上の分類が５類になることが明らか

になったため、総会を開催することとしたもの

です。

十士会が活動を丸３年間自粛してきた間にも

山梨県関係では明るいニュースも多くありまし

た。東京オリンピックで山梨県出身者が大活躍、

日本航空高校の春高バレー優勝、ヴァンフォー

レ甲府の天皇杯優勝（正に下剋上）、山梨学院高

校の選抜野球大会優勝、中部横断自動車道全線

開通、などです。特に山梨県民と山梨県人を感

動させてくれたのはヴァンフ ォーレ甲府の天皇

杯優勝だったと思い ます。 Ｊ２の下位に沈 んで

いたチームがＪ１のチームを次々と倒し、決勝

戦でのＰＫ戦のシーンは今でも脳裏に鮮明に焼

１

き 付 い て い ま す
。

山 梨 学 院 高 校 の 選 抜 優 勝 も ま

だ 信 じ ら れ ま せ ん
。

中 学 ・ 高 校 と 野 球 を や
っ て

い た 身 か ら す る と 、 山 梨 県 勢 が 甲 子 園 で 優 勝 す

る こ と は 全 く 想 像 で き ま せ ん で し た
。

し か し
、

こ れ ら の こ と は 現 実 に 起 こ
っ

た こ と な の で あ り
、

山 梨 県 の チ ー ム が 全 国 の 頂 点 に 立 つ こ と は
、

今

で は 普 通 の こ と に な っ て き て い ま す
。

山 梨 県 が

全 国 レ ベ ル に 達 し て い る こ と の 証 と も 言 え る で

し ょ う
。

十 士 会 は 現 在
、

正 会 員 ・ 準 会 員 ・ 賛 助 会 員 合

わ せ て63 名 が 在 籍 し て い ま す
。

会 員 は 各 分 野 で

活 躍 し て い る ビ ジ ネ ス マ ン が ほ と ん ど で あ り
、

士 業 で 開 業 し て い る 人
、

資 格 を 生 か し て 企 業 内

で 活 躍 し て い る 人
、

士 業 の 方 々 と 連 携 し て ビ ジ

ネ ス し て い る 人 で 構 成 さ れ て い ま す
。

参 加 メ ン

バ ー も 常 時 募 集 中 で す の で
、

資 格 を 有 す る 山 梨

県 人 の 加 入 を お 待 ち し て い ま す
。

最 後 に
、

十 士 会 は ３ 年 ぶ り に 総 会 を 開 催 し た

の を 機 会 に 活 動 を 活 発 化 さ せ ま し た
。

微 力 な が

ら 山 梨 県 及 び 山 梨 県 人 会 連 合 会 の 皆 様 の 力 に な

れ る よ う こ れ か ら も 頑 張
っ て

ま い り ま す
。
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令和５年５月２４日、十士会総会を開催

(アルカディア市ヶ谷にて)



｜ 十 士 会 会 員 名 簿　　　　　　　 令和５(２０２３)年５月1日現在

資　 格　 名 � 会　 員　 名

弁　　 護　　 士 �

浅川　 拓也 �網倉　健太 � 小泉　英之 � 河野　勇樹 � 小林　洋介

�斉藤　裕也 �千須和厚至 � 田辺　敏晃 � 日向　一仁 � 平賀　　啓

�藤井　　輝 �古谷　　誠 � 堀内　　岳 � 望月　一史 � 山田　博貴

不 動 産 鑑 定 士 � 飯窪　光隆 �森田　　努 �森本武典（ 則 ）

公 認 会 計 士 � 海野　純矢 �長沼　徳宏 � 丸山　裕樹 � 矢崎　弘直 � 山田　咲道

税　　 理　　 士 �
小口　 二郎 �志村　　巧 � 羽田　忠生 � 深沢　敬二 � 山田　咲道

�依田　雅明

弁　　 理　　 士 � 羽田　 幸人 � 深潭　　潔 � 望月　義時

司　 法　 書　 士 � 青沼　 光泰 � 加藤　祐司 � 望月　貴史

土 地 家屋調 査士 � 青沼　 光泰

一 級 建 築 士 �

飯窪　光隆 �一條　　典 � 今潭　伸次 � 小俣　光一 � 勝ｲ冥　健一

�萱沼　宏記 � 窪田　浩之 � 斉藤　　透- � 坂野　　茂 � 清水　保弘

�三宅　勝志 � 山田　恵子

二 級 建 築 士 � 佐野　翔太 � 和智　　修

社会保 険 労務士 � 飯島　　 治 � 小林　洋介 � 深沢　百合 � 米山　正樹

行　 政　 書　 士 � 佐藤　友美 � 高須あかし

中 小企業 診断 士 � 浅利　 栄文 � 深潭　　潔 �渡辺文夫(準会員)

宅 地建 物取 引士 �
飯窪　光隆 � 大木　祐悟 � 太田　 みえ � 坂野　　茂 � 西本圭一郎

�山本　恭平

技　　 術　　 士 � 今津　伸次 � 深潭　　潔

賛　 助　 会　 員 � 石井　孝明 � 小林　　誠 � 中山　　浩 � 山口　　 剛 � 渡逞　正博

※十士会では、上記の資格を持った会員が、企業や個人の困リごと等のあらゆる相談をうけたまわっています。

詳しくは、本会報の４ページ中段、無料相談の項をご覧ください。

※個々の会員の詳しい情報は、山梨県人会十士会ホームページの「会員情報」をご参照ください。

総 会

正会員により構成

理事会

目 腸] 石 目 石

総務部会 勉強会部会

２

会 報 部 会 空家対策部会
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士業の各業界の‘ﾄﾞﾋ陶 クヌ,。 法改

企業や個人に影響のある話題をお届けします

令 和５年 度 のお七な労 働 法 改 正 につしヽて

１、月 ６０ 時 間を 超える時 間外労 働に対 する

割増賃金率の引き上げ（中小企業）

月60 時間を超えて時間外労働をさせた場合

に、その超えた時間の労働について、法定割増

賃金率が従来の２割５分以上から５割以上の率

に引き上げられました。

大企業では平成22 年４月から適用 済みです

が、中小企業も令和５年４月１日から適用とな

りました。中小企業の定義は、下表をご参照く

ださい。

月60 時間を超える時間外労働を深夜の時間帯

（22 : 00 ～翌5:00 ）に行わせた場合、深夜割増

賃金率25 ％ 十時 間外割増賃金率50 ％＝75 ％の

割増となります。

月60 時間の時間外労働時間の算定には、法定

社会保険労務士 飯 島　治

休日に行った労働時間は含まれませんが、それ

以外の休日に行った労働時間は含まれます。

なお、事業場で労使協定を締結すれば、時間

外労働が月60 時間を超えた場合に、割増賃金率

が50％以上に引き上げられた部分の割増賃金の

代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与するこ

とができます。

令和５年４月１日から

月 ６０ 時間超の残業割増賃金率

�　　１か月の時間外労働

｜１日８時間・１週40 時間　
を超える労働時間　　

｜

�60時間以下 �60 時間超

大　企　業 � ２５％ �50 ％

中 小 企 業 � ２５％ �50 ％

中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。

業　　種 �①資本金の額または出資の総額 � ②常時使用する労働者数

小　売　業 � ５,０００万円以下 � ５０人以下

サービス業 � ５,０００万円以下 � １００人以下

卸　売　業 � １億円以下 � １００人以下

上記以外のその他の業種 � ３億円以下 � ３００人以下

２

、

資 金 移 動 業 者 の 口 座

へ

の 賃 金 支 払 （ 賃 金 の 　 　

デ ジ タ ル 払
い ）

賃 金 は 通 貨 払 が 原 則
で す が

、

労 働 者 が 同 意
し

た 場 合 に は

、

例 外 と し て ① 銀 行 口 座 と ② 証 券 総

合
口

座

へ の

振 り 込 み が 認 め ら れ

て い ま す

。

こ れ

に 加 え て

、

令 和
５

年
４ 月 １ 日 か ら 「 使 用 者 が 労

働 者
の

同 意 を 得 た 場 合
に

、

厚 生 労 働 大 臣

の
指 定

を 受 け た 資 金 移 動 業 者

の 口

座

へ の

資 金 移 動

に よ

る
賃 金 支 払 」

が で き る こ と と な り ま し た

。
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資金移動業者からの申請に基づき、厚生労働省

で審査の上で指定されます。現在、資金移動業者

としてＰａｙＰａｙや楽天Ｅｄｙなどが申請中

で、審査には数か月かかる見込みです。

企業 において賃金のデジタル払いを開始する

ためには、賃金デジタル払いの対象となる労働

者の範囲や、取扱指定資金移動業者の範囲等を

記載した労使協定をあらかじめ締結しておく必

要があります。



令和２年２月29 日、コートヤード・マリオッ

ト銀座東武ホテルにおいて、首都圏山梨市県人

会の設立総会･懇親会が開催され、片倉工業（株）

代表取締役会長の佐野公哉氏が会長に選出され

ました。

総会後には、山梨市出身の作家・林真理子氏

の講演会と懇親会も行われました。

山梨市ゆかりのみなさま、当県人会へ入会さ

れてはいかがでしょうか。

問合せ先 「首都圏山梨市県人会」事務局（山梨

市役所秘書課内）へ。電話0553-22-1111。

十士会では、専門家集団としての特長を活かし、　　 と相談員でお決めください。電話・メール相談、

県人会関係者や山梨中央銀行のお客様など山梨県　　 対面相談などご依頼者様のご要望に合わせて柔軟

ゆかりの皆様の様々な「困りごと」に対して、ご　　 に対応します。

依頼があれば随時「個別相談」（無料）をお受けし　　 【相談費用】原則無料です。但し、相談が繰り返

ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 される場合、また相談後に業務としてご依頼され

【相談テーマ】法律全般、経営、税務、労務、事　　 る場合などは費用が発生することがありますの

業承継、相続・後見、不動産・空き家対策、資産　　 で、初回相談時にご確認ください。

運用、保険年金、ファイナンシャルプランニング　　 【相談申込先】十士会事務局

などF 十士会」会員の各専門分野です。　　　　　　　㈱アセッツアールアンドディー・飯窪

【相談方法】右記「十士会」事務局にご連絡くだ　　 電　話:03-5366-0421

さい。相談案件ごとに最適な専門家相談員をご紹　　 Ｆ Ａ Ｘ : 03-5366-0423

介しますので、相談日時、場所などはご依頼者様　　 メール:iikｕbo＠ａｓｓｅtｓ-ｒｉｃｏｍ

－
こ 二 こ Ξ　　■●

ｔ．III_ｔ2・ ミ ｓ，Xlｉj

十士会では、正会員、賛助会員を常時募集して

います。郷土愛あふれる士業の集団ですが、堅苦

しい会ではなく、下記のような活動を和気あいあ

いと行なっています。ご賛同いただける山梨ゆか

りの士業の方、まずはお問い合せ下さい。

【活動内容】

◆山梨県人会連合会所属の会員や会社向けに専門

家セミナーを開催する。

◆山梨県人会連合会の情報誌「富士の国」などへ

専門的な情報提供を行う。

◆ 山梨県 人会 連合会の他の会との交流をはかる。

◆ 山梨県 との交流をはかる、山梨県への支援を行う。

◆金融機関等 の顧客を対象 とするセミナーや相談

会に参加する。

【問い合せ先】

十士会事務局

※上記、無料相談申込先に

同じ。
懇親会のひとコマ

十士会の活動実績、個々の会員の詳しい情報等は、十士会ホームページをご覧ください。
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